
赤穂市立城西小学校 いじめ防止基本方針 

（Ｒ８．４．１改正） 

 

いじめ防止対策推進法第 13 条に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策に

関する基本的な方針を定めます。 

 

※ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第 2 条） 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 
１ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

(1) 本校のいじめ防止に対する基本認識 

  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全

な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為です。したが

って、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめ

を認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの

問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行い

ます。 

また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの

目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティづくりに努めます。 

 

＜いじめの基本認識＞ 

① いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こりうるものである。 

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為でない。 

③ いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくい。 

④ いじめにおいては、加害と被害が入れ替わりながら、双方を経験する場合もある。 

⑤ 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生

命、身体に重大な危険が生じる。 

⑥ いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要、名誉毀損、侮辱等の刑罰法令に抵触する可

能性がある。 

⑦ いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了

解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者からいじめを抑止する仲裁者やいじめを

告発する相談者への転換を促すことが重要である。 



(2) 学校及び教職員の責務 

いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことがで

きるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止

と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対

処し、再発防止に努めます。 

 
(3) 警察との連携の徹底 

 学校と警察は、児童を被害に遭うことから防ぐ等、児童の健全な育成の観点から重要

なパートナーであることを認識し、日常的に情報共有や相談ができる連携体制を構築し

ています。児童の生命、身体の安全を最優先とし、学校のみで対応するか判断に迷う場合

であっても、被害児童生徒や保護者の安心感につながる場合もあることから、赤穂市青

少年育成センターを通じて、警察に相談・通報を行います。 

 

 

２ 「いじめ対応チーム」の設置 

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行う

ため、「いじめ対応チーム」を設置し、定期的に開催します。 

 いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。 

 

（1） 「いじめ対応チーム」の構成 

  ・管理職、生徒指導担当、学年担当、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、その他関係職員 

 

（2） 活動内容 

・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針及び年間計画作成・実行・検証・修正 

・いじめに関する相談・通報への対応 

・いじめの判断と情報収集 

・いじめ事案への対応検討・決定 

・いじめ事案の報告 

 

（３） 関係機関との連携 

・赤穂市教育委員会 

・播磨西教育事務所 学校問題サポートチーム 

・赤穂市青少年育成センター 

・赤穂警察署 

 



（４） 年間計画 

 

３ いじめの防止等に関する内容 

 「生徒指導提要」について教職員研修を通して共通理解を図り、組織的・体系的な取組

を進める。 

(1) いじめの未然防止のための取組 

 ・児童一人一人が達成感や充実感をもてる、わかる授業づくりの実践に努めます。 

 ・いじめは「決して許されるものではない」ことを子供達に理解させるとともに、人の

痛みを思いやることができるよう生命尊重の精神や人権感覚を育みます。 

・児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養う

ため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。 

・学級活動等で互いのよさを見付けたり考え方の違いに気付かせたりする活動を取り

月 内 容 

4 月 

第 1 回いじめ対応チーム会議（年間活動方針・指導計画等の確認） 

教職員研修①（児童理解研修）  

ＰＴＡ総会（学校方針の説明及び協力依頼） 

５月 

学校生活アンケート① 

第２回いじめ対応チーム会議 

（学校生活アンケート①のふり返り、１学期後半における取組の確認） 

教育相談 

7 月 

学校生活アンケート② 

第３回いじめ対応チーム会議 

（学校生活アンケート②のふり返り、２学期における取組の確認） 

教育相談 

インターネットトラブル防止研修会（高学年、保護者） 

8 月 教職員研修②（いじめ防止対応） 

1０月 

学校生活アンケート③ 

第４回いじめ対応チーム会議 

（学校生活アンケート③のふり返り、２学期後半における取組の確認） 

教育相談 

12 月 

学校生活アンケート④ 

第５回いじめ対応チーム会議 

（学校生活アンケート④のふり返り、３学期における取組の確認） 

教育相談 

３月 

学校生活アンケート⑤ 

第６回いじめ対応チーム会議 

（学校生活アンケート⑤のふり返り、次年度に向けて） 

教育相談 



入れ、児童の自己有用感や自尊感情を育みます。 

・交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係

者との連携を深め、地域で児童を見守る体制づくりに努めます。 

・いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等

について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。 

・児童の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化を図り、児童と関

わる時間を多くするように努めます。 

 
(2) いじめの早期発見のための取組 

 ・いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的なアンケートを次のと

おり実施します。 

①児童対象の学校生活アンケート 年５回（５・７・１０・１２・３月） 

    ※全員分の回答用紙・・・・・・卒業まで保存 

    ※回答をとりまとめた文書・・・5 年保存 

②アンケートを踏まえた児童との教育相談 年５回（５・７・１０・１２・３月） 

 ・児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり、相談体制

の整備を行います。 

①スクールカウンセラーの活用 

②いじめ相談窓口の設置(教育相談担当) 

 ・相談や通報のあった事案は、「臨時いじめ対応チーム」を通して情報共有に努めま

す。 

 ・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめ

の防止等に関する職員の資質向上を図ります。 

 

(3) 教職員のいじめに気付く力を高める 

①児童の成長を支援する姿勢をもつ 

    教職員が児童一人一人の人格を大切にし、個性と向き合いながら教育活動を行うため、人

権感覚を磨き、児童の言葉をきちんと受け止め、児童の立場に立って、児童を守ることに努め

ます。 

  ②共感的な理解 

      児童の気持ちを受け入れ、共感的に児童の気持ちや行動・価値観・背景にある思いを理解し

ようとするカウンセリングマインドを高めていきます。 

  ③いじめは見えにくいことを踏まえた対応 

      担任だけでなく、専科の時間や委員会・クラブ活動、給食や休み時間などにおいても、全教職

員で児童を見る等、全校を挙げて問題に取り組むことで見落としや判断の誤りを防ぎます。 



(4) 相談しやすい環境づくりを進めるために 

  ①本人からの訴えには 

      心身の安全を保証するため、一時的に危険を回避する時間や場所を提供し、担任やスクー

ルカウンセラーを中心に、本人の心のケアに努めます。 

  ②周りの児童からの訴えには 

      新たないじめの発生を防ぐため、場所や時間を確保し、情報を真摯に受け止め、発信元は

絶対に明かさないことを伝え、安心感を与えます。 

  ③保護者からの訴えには 

      保護者がいじめに気付いたときに、すぐに学校に相談できるよう、日ごろから連絡を取り信

頼関係を築くように努めます。 

 

（5）いじめの早期解決のための取組 

 ・いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせ 

ます。 

・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。 

・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、い

じめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護

者への助言を継続的に行います。 

・いじめを受けた児童が安心して学習するために特別な支援の必要があると認められ

るときは、保護者と連携を図りながら、いじめた児童に対し措置を講じます。 

・いじめを見ていた児童等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気をも

つよう指導します。 

・はやしたてたり、同調したりしている児童に対しては、それらの行為がいじめに加担

する行為であることを理解させるよう指導します。 

・いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関

係保護者と共有するために必要な措置を講じます。 

・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、赤穂市教育委員会及び赤穂警

察署等と連携して対処します。 

 

(6) インターネット上のいじめへの対応 

  発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインター

ネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われる

いじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等

必要な啓発活動を行います。 

①ネット上のいじめとは  



  SNS を介し、誹謗中傷、仲間外しや、学校外の不特定多数を巻き込んでいる事案、法に

触れてしまっている事案も起こっているため、インターネットの特殊性による危険を十分に理

解したうえで、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力

の向上に努めます。 

②未然防止 

学校では、機会を捉えて、「ネット上のいじめ」の実態や、家庭での取組の重要性について

呼びかけていきます。子ども達のスマートフォンやタブレット等を第１義的に管理するのは家

庭であることから、スマートフォンを持たせる必要性について検討したり、フィルタリングだけ

でなく、家庭において子ども達を危険から守るためのルールづくりをしたりして啓発します。 

③早期発見・早期対応 

       書き込みや画像の削除への対応等、具体的な対応方法を児童、保護者に助言し、警察等 

の専門機関とも協力して取り組みます。 

 

（7） いじめの解消の要件 

被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間（少なくとも３か月を目

安）継続していること、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていな

いと認められることが必要です。 

学校は、被害児童生徒本人及びその保護者に対して、心身の苦痛を感じていないか

どうかを面談等により確認します。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、

被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心の確保に努めるとともに、「解消」

を急ぐことなく、組織的に十分な見守り等の支援を続けます。 

 

４ 組織的対応について 

(1)いじめ問題に取り組む体制の整備 

  ①いじめ防止対策委員会の設置について 

      いじめ問題への組織的な取り組みを推進するため、その中核となる「いじめ防止対策委員

会」を設置し、その委員会を起点として教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的な

いじめ対策を行います。 

    ②実効的な組織体制づくり 

      いじめ防止対策委員会が教職員間での情報共有が可能になるようにアセスメントシートな

どを活用して情報や対応方針の可視化を図ります。 

    ③年間を通したいじめ指導計画の整備 

      いじめ対策を学校全体で組織的、計画的に取り組むために、いじめ対策において、どのよう

な取り組みをいつ実施するかということを計画を立てながら進めます。 



（２）いじめが起こった場合の組織的対応の流れ 

  ①発見 

    ②情報収集（担任、生徒指導担当） 

    ③事実確認（いじめ防止対策委員会にて情報共有、いじめの認知等） 

    ④方針決定（対応班の編成等） 

    ⑤対応（いじめ解消に向けた指導） 

    ⑥経過観察・解消（再発防止・未然防止活動） 

    ※上記の流れは、対応の在り方の基本を示しているものであり、いじめ事案の状況に応じて

柔軟かつ適切に対応します。 

    ※いじめの解消に向けた取組は、迅速に対応することが大切であるため、いじめの情報が入

ってから学校の方針決定に至るまでを、いじめの情報を得たその日のうちに対応することを

基本とします。 

 

５ 重大事態への対処 

 

重大事態の定義 

いじめ防止対策推進法第２８条第１項より 

ア）「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童生徒が自殺を企

図した場合等） 

イ）「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」（年間３０

日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手） 

※「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」を

含む。 

重大事態の疑いが生じた場合は、赤穂市教育委員会へ報告し、市教委と協議の上、緊急

「いじめ防止対策委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。 

 

（1) 緊急「いじめ防止対策委員会」の構成 

・管理職、生徒指導担当、学年担当、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、その他関係職員 

 ※事案内容により構成員については赤穂市教育委員会と検討し、校長が任命します。 

 

(2) 活動内容 

・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査 

・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者

に対して、適時・適切な方法での情報提供・説明 

・赤穂市教育委員会への調査結果報告 

・調査結果を踏まえた必要な措置 

 


